
別紙－３

ID　　MTKZZ168S（数字部分は168） 

PASS　DOP00168（数字部分は00168） 

・処分場の能力　　（総受入量、日当り受入量、年間受入量、受入期間など）

・周辺環境への配慮（車両等の集中回避など）

・搬出量の平準化　（中・⾧期に及ぶ発生量を見通した計画的な搬出）

受注後の協議を可

※注１） ①～②については、土質改良等を行うことで建設残土の発生を抑制することも含む。

※注２） 当初積算時には①～⑥により積算し、⑦協議処理による発注は行わない。

受注後、①～⑥の搬出先が種々の理由により受け入れが困難である場合は、受発注者間の

協議により、搬出先の変更を可能とする。

●建設発生土を現場内（同一工事内）で再利用し、搬出を
　抑制する。※注１）

●５０ｋｍの範囲内にある工事間利用を図る。

市発注工事における建設発生土の取扱いフロー

建設発生土の有効利用、適正処理に向けた基本方針

●土工バランスや適切な工法選定、現場条件等を考慮した
　設計により、建設残土の発生を抑制する。※注１）

平成２８年１１月１０日付け２８企技第９９６号「建設リサイクルガイドラ
イン」Ⅲ．実施事項を遵守

平成２１年１１月１７日付け２１企技第１３４２号公共建設工事における
「リサイクル原則化ルール」の運用の徹底について（通知）

建設発生土の有効利用、適正処理を図るため、中・長期的な建設発生土の需給動向を把握
し計画を立てること。

●官民有効利用マッチングシステムの活用。

●宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、森林法、砂防法、急傾斜
地崩壊防止法、盛土規制法などの諸法令違反ではないことを必ず確認する
こと。※注２）

●公的機関のストックヤード、または受入施設へ搬出する。
※本市には無。

※民間処分場の選定にあたっては、経済比較を基本とするが、経済比較だけでなく、以下の
　事項等について検討し総合的に判断すること。

※各社とも、受入前の協議が必要になるため、特記仕様書等に記載するこ
と。

工事検査課で指定した処分場

●受入地の関係者との調整。

●建設発生土の崩壊や降雨による流出等で公衆災害が生じないよう適切な
措置を講じる。

●先行取得した公用地に建設発生土を仮置きし、次年度以
　降の盛土材として活用。

①発生抑止

②現場内利用

(同一工事内)

③指定処分Ａ

(工事間の利用)

④指定処分Ｂ

(先行取得した公共用地)

⑤指定処分Ｃ

(公的ヤード)

⑥指定処分Ｄ

指定処理Ｄ－１

(民間の有償処分場)

⑦協議処理

(受注者選定による発生

土受入地での処理)


